
関係住民の意見を反映させるために必要な措置

■高梁川水系河川整備計画変更（原案）の公表に合わせ、関係住民の意見を反映させるために必要な措置として下記を予定して
いる。

①住民説明会の開催【流域２会場】

◆高梁川国管理区間沿川の市内において住民説明会を開催予定

・倉敷市内 １箇所（会場未定）

・総社市内 １箇所（会場未定）

河川整備計画策定時住民説明会実施状況

総社市内

②関係機関等での閲覧

◆下記において閲覧を予定

国土交通省中国地方整備局・岡山河川事務所・高梁川出張所

岡山県河川課、倉敷市役所、総社市役所 等

倉敷市内

③事務所ホームページでの公表

高梁川水系河川整備計画【国管理区間】変更（原案）を閲覧可能となるリンク
を設置

高梁川水系河川整備計画変
更（原案）を公表しています

ご意見はこちらから

資料－4

高梁川水系河川整備計画【国管理区間】
変更（原案）に対する意見は「問い合わせ」
とリンクさせてメールにて収集


